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障害福祉制度の概要について
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岐阜県健康福祉部障害福祉課

１．障害福祉制度の概要について
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障害者総合支援法とは

•正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律」

•障害福祉サービス等の対象者、内容、手続き等、
地域生活支援事業、サービスの整備のための障
害福祉計画の作成、費用の負担等について定め
ている。

•従来の障害者自立支援法に代わり、平成２５年
度から施行。
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事業体系のしくみ

サービスは、個々の障害のある方の障害支援区分や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住
等の状況等）をふまえ個別に支給決定が行われる介護給付、訓練等給付等の「自立支援給付」と
市町村事業によって柔軟に実施される意思疎通支援、地域活動支援センター等の「地域生活支援
事業」に大別され、構成される。

【介護給付】
・居宅介護（ホームヘルプ）・同行援護
・行動援護 ・療養介護
・生活介護 ・短期入所
・重度訪問介護
・施設入所支援
・重度障がい者等包括支援

【訓練等給付】
・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行支援
・就労継続支援
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助（グループホーム）

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具給付
・移動支援 ・地域活動支援センター ・成年後見制度利用支援 等

自立支援医療

補装具

★原則として国が１／２負担

市町村

障害児・者

・広域支援 ・人材育成 等

都道府県

地域生活支援事業

【総合支援法における給付・事業】

障害支援区分の認定

原 則 必 要
障害支援区分の認定

原 則 不 要
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障害福祉サービス

・地域相談支援
・計画相談支援

自立支援給付



２．障害福祉サービスについて

5

（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２．利用者数は令和６年４月サービス提供分の国保連データ。者 児

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常
に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等
を総合的に行う

児者

者

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

施設入所支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話
を行う

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動
の機会を提供する

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

児者

児者

児者

者

者

者

就労移行支援

就労継続支援（A型）

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
を行う

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要
な訓練を行う

者

者

共同生活援助（グループホーム） 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓
練を行う

就労継続支援（B型）
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

者

者

居
住
支
援
系

訪
問
系

日
中
活
動
系

施
設
系

訓
練
系
・
就
労
系

障害福祉サービス等の体系①（介護給付・訓練等給付）
サービス内容

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援
を行う

者

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
者

同行援護 児者

者

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

利用者数

４,９６８

２１３

２,２２０

６

３１８

２，７５９

２，２２２

１８３

５，１４９

１，８７５

７１

１２８

０

９０８

２１４
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居宅訪問型発達支援

（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２．利用者数は令和６年４月サービス提供分の国保連データ。者 児

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う児

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応
のための専門的な支援などを行う

計画相談支援

医療型障害児入所施設

障害児相談支援

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の
付与並びに治療を行う

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

児

児者

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同
行支援等を行う

者

放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な
訓練、社会との交流促進などの支援を行う

児

障
害
児
通
所
系

障
害
児
入
所
系

相
談
支
援
系

障
害
児
支
援
に
係
る
給
付

児

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業
所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

者

福祉型障害児入所施設
児

児

障害福祉サービス等の体系②（障害児支援、相談支援に係る給付）

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う児
障
害
児
訪
問
系

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない） ※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）

相
談
支
援
に
係
る
給
付

３，１２９

１８３

６

１３

２，６３４

４，３４２

５

１
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サービス内容 利用者数
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岐阜県内における
障害福祉サービス等（※）の利用者数
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※障害福祉サービス、地域相談支援、計画相談支援

（国保連審査データより作成）

R7.4R6.4R5.4R4.4R3.4R2.4H31.4
年月

圏域

16,33915,84015,22714,63514,12313,34412,977岐阜県全体

6,8326,5196,2025,9165,6755,2925,073岐阜圏域

2,8462,7462,6172,5102,4152,2652,219西濃圏域

2,8152,7782,6772,5942,4782,3662,340中濃圏域

2,5482,5162,4582,3542,2932,2172,148東濃圏域

1,2981,2811,2731,2611,2621,2041,197飛騨圏域
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障害福祉サービスの申請から利用までの流れ（概要）

認定調査

介護給付を
利用する場合

訓練等給付を
利用する場合

二次判定

障害支援区分の
一次判定

障害支援区分の
認定

支給決定・受給者証の交付

サービス提供事業者との契約・サービス利用

※サービス等利用計画

サービスを利用する方を
きめ細かく支援するため
に、指定特定相談支援事
業所が作成。

申請者に必要な支援の度
合いを総合的に判定する
ため、「障害支援区分」を
認定。
・区分は1～6段階
・認定期間は、3年以内
で審査会で決定。

相談・申請書等の提出 相談・申請先
・お住まいの市町村

認定調査員（市町村職員等）
が利用者の心身の状況を把
握するため、80項目の調査
（アセスメント）を実施。

支給決定は、
・サービス等利用計画案
・障害支援区分
・社会活動の状況
・介護者の状況
・生活の場所、居住環境
・サービスの利用意向

を踏まえて行う。サービス等利用計画案提出

自立訓練、就労移行、就労
継続支援Ａ型は、申請者に適
したものかどうかをあらかじめ
評価するための期間（暫定支
給決定期間）を設ける。
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障害支援区分の概要及び認定について

【医師意見書】
申請に係る障害者の主治医等に対し、当該障害者の疾病、身体の障害内容、精神の状況など、
医学的知見から意見を求める。

重度訪問介護
肢体不自由者等の
常時介護が必要な方
への居宅での介護や
移動中の介護

施設入所支援
常時介護が必要な
方の施設への入所

生活介護
主として昼間、施設
で常時介護が必要な
方への介護や援助

居宅介護
自宅へ訪問して食
事介助や家事援助

非該当

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

障害支援区分と利用できるサービスについて（一部）

必要な支援の

度合い 高

必要な支援の

度合い低

※2

※1 年齢が５０歳以上の場合は、区分２以上である者は利用できる

※２ 年齢が５０歳以上の場合は、区分３以上である者は利用できる

※1
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サービスを利用するには、障害支援区分以外の要件もあります。
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障害福祉サービスの給付制度のイメージ

障がい者
障がい児の保護者

市町村
（給付の実施主体）

国 都道府県

国民健康保険団体連合会

障害福祉サービス事業者等

①支給申請 ②支給決定

③利用契約

④サービス提供

⑤利用者負担の支払

⑥請求 ⑦給付費支払
（代理受領）

支払事務委託

負担金１／４
事務指導負担金１／２

支払

請求

事業者指定
指導監査

障害福祉サービスと介護保険サービスの
適用関係について

障害福祉サービス固
有のサービス※の利
用を希望している

障害福祉サービスを
利用

必要としている支援
を介護保険サービス
により受けることが

可能である

原則介護保険を利用

障害福祉サービスを
利用

14

ただし

原則介護保険を利用する必要がある場合であっても、介護保険の
サービスが受けられない特別な事情がある場合は、障害福祉サー
ビスを利用可能。

※同行援護、行動援護、自立訓練
（生活訓練）、就労移行支援、就
労継続支援等

Yes

Yes

No

No

介護保険の被保険者である障害者が障害福祉サービスの利用を希望する場合、ま
ず、介護保険サービスにおいて同等のサービスを受けることが可能かどうかを検討
することになる。（←他法令との給付調整：総合支援法第７条）
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